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　平成30年は前年に比べて、火災、救急、救助のすべての出動件数が増加しました。
　冬期間は火災発生リスクが高まります。火の用心を心がけましょう。

平成30年中の市内の災害状況

すべての出動件数が前年を上回る

　会員が、交通事故に遭われた場合に見舞金を支給する、県内全市町村が共同で行う県民一人一人の助け
合いの制度です。自転車での自損事故も見舞金の対象となります。

〇加入できる人は
　・県内の市町村に居住している人
　・県外に居住していても県内の家族と生計が同一である人
〇会費や見舞金額
　・会　　費　１人　年額500円
　・見舞金額　��交通災害に遭われた場合、３万円〜 150万円の見舞金が支

給されます。入通院の日数が７日以上で請求できます。
〇共済期間
　平成31年４月１日から平成32年３月31日まで
　※４月以降に申し込んだ場合は、その翌日から平成32年３月31日までとなります
〇申し込み方法
　２月中旬にパンフレット加入申込書を各世帯に配布します。加入を希望する場合は、加入申込書に必要
事項を記入の上、会費を添えて市内金融機関や自治会、市役所担当窓口で申し込んでください。

●問い合わせ　市役所本庁市民課生活人権室　☎53−2111（内線2231）
　　　　　　　または各支所地域振興課市民生活室

平成31年度 新潟県交通災害共済の会員募集

もしもの場合に備えましょう
家族そろって
加入しましょう

●問い合わせ　消防本部総務課　☎53−7221

出動種別 平成28年 平成29年 平成30年
火災 16件 17件 26件
救急 2,653件 2,676件 2,907件
救助 36件 32件 46件

住宅用火災警報器　設置のお願い
　昨年は火災で３人の方が犠牲となりまし
た。火災が起きたときは「早期発見」「す
ばやい避難」が重要です。その手助けにな
るのが住宅用火災警報器です。
　平成23年６月からすべての住宅に設置が
義務づけられています。未設置の方は、早
急に設置しましょう。

救急車適正利用のお願い
　前年より231件も救
急出動件数が増えまし
た。救急車を本当に必
要とする方のために適
正に利用しましょう。
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